
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 

山 形 県 立 山 形 養 護 学 校          
〒990-0876   山形県山形市行才 116番地 

TEL 023-684-5722  FAX 023-684-5930 

 

 

高等部入学者募集要項        

【本校までの案内図】 
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１ 入学定員 

普通科 第１学年  １４人  

 

２ 志願資格 

本校に入学を志願することができる者は、次の(1)～(3)の要件を満たす者とする。  

(1) 特別支援学校の中学部、中学校又は義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了し

た者（令和８年３月卒業見込みの者を含む）。 

(2) 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規

制を必要とする者。身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする者。       

(3) 訪問教育については、上記(1)(2)の要件を満たし、通学して教育を受けることが困難な者。 

 

３ 進路等教育相談 

志願にあたっては、志願者と保護者及び担任等が来校し、進路等教育相談を事前に必ず受けること。その

際、志願資格(2)を証明する主治医の診断書を必ず持参すること。 

 

４ 出願手続 

志願者は、下記(1)の①～⑤に示された書類を、在籍又は出身の中学校、特別支援学校の校長等を経由して、

山形県立山形養護学校長に提出すること。 

なお、出願に必要な書類は、在籍又は出身の中学校、特別支援学校の校長等を通して山形県立山形養護学

校長に請求すること。郵送で請求する場合は、受検者数に応じた返信用切手を同封すること。（１部請求の場

合は 180円、２部請求の場合は 270円） 

(1) 提出書類 

① 入学願書（所定の様式） ② 調査書（所定の様式）※入学願書を経由する学校長等が作成すること 

③ 健康調査書（所定の様式）④ 受検上の配慮申請書（所定の様式） 

⑤ 受検票送付用定形長形３号封筒（返信用切手 460円分〔郵送料 110円及び簡易書留料金 350円〕を貼

り、在籍又は出身学校長等あてのもの） 

⑥ 選考結果返信送付用定形長形３号封筒 

（出願者本人の住所・氏名を記入の上、親展扱いとし、返信用切手 460円分を貼ったもの） 

(2) 受付期間 

令和８年１月５日（月）から令和８年１月９日（金）まで必着とする。 

(3) 受検票 

志願者には、在籍又は出身学校長等を経由して受検票を送付する。 

(4) 志願取消し 

志願者が志願を取消す場合は、在籍又は出身学校長等が速やかに電話等で連絡した後、「志願取消届」

を山形県立山形養護学校長に令和８年１月３０日（金）までに公文書で提出すること。（様式自由） 

(5)  その他 

① 本校を志願する者は、他の公立高等学校や特別支援学校の高等部又は高等部のみを設置する特別支

援学校との併願はできない。 

② 高等学校並びに特別支援学校に在籍のまま志願する者は、在籍学校長の志願承諾書を入学願書に添

付すること。 

③ 県外から志願する者は、その県内の公立高等学校や特別支援学校の高等部又は高等部のみを設置す

る特別支援学校に志願しない旨の在籍学校長等の証明書を添え、受け入れ区域外特別支援学校志願許可

願を本県教育委員会教育長に１部提出し、その許可証を入学願書に添付すること。 

 



５ 選考方法  

(1) 単一障がい学級受検者の選考は、学力検査｛国語、社会、数学、理科及び外国語（英語）｝、在籍又は出

身学校長等から送付された調査書、健康調査書、医師の診断書及び面接等を総合的に判断して行う。 

(2) 重複障がい学級受検者の選考は、適性検査、在籍又は出身学校長等から送付された調査書、健康調査書、

医師の診断書及び面接等を総合的に判断して行う。 

(3) 訪問教育受検者の選考は、在籍又は出身学校長等から送付された調査書、健康調査書、医師の診断書及

び面接等を総合的に判断して行う。 
 

６ 選考日時及び内容等 

(1)  選考日  令和８年２月１３日（金） 

(2) 会 場  山形県立山形養護学校  開場時刻８時５０分（重複障がい学級は９時３０分） 

(3) 日程及び内容 

① 単一障がい学級受検者の場合         ② 重複障がい学級受検者の場合 

時  間 内  容  時  間 内  容 

8:50～ 9:05 受  付（生徒昇降口）  9：30～ 9：45 受  付（生徒昇降口）  

9:10～ 9:30 日程説明及び諸連絡・移動 9：50～10：00 日程説明及び諸連絡 

9:40～10:20 学力検査＜国語＞ 10：10～11：30 

 

適性検査（３０分） 
面 接（１人１０分程度） 10:30～11:10 学力検査＜数学＞  

11:20～12:00 学力検査＜社会＞   

昼   食  ・  休   憩   

12:50～13:30 学力検査＜理科＞  

13:40～14:20 学力検査＜外国語（英語）＞ 

14:30～ 面 接（１人１０分程度） 

(4) 携帯品 

【単一障がい学級受検者】  受検票  上履き  昼食   筆記用具  定規  コンパス   

※ 分度器や分度器付きの定規等は持ち込まない。 

【重複障がい学級受検者】【訪問教育受検者】   受検票  上履き    

 ※ 計算機能や英単語表示機能、通信機能等のついた腕時計、携帯電話、スマートフォン等の電子機器 

類を検査会場に持参してはならない。 
 

７ 入学者選考に係る手数料 

徴収しない。 
 

８ 合格者発表等 

(1) 日  時 

令和８年２月２６日（木） 正午 

(2) 場所及び方法 

本校正面玄関に合格者の受検番号を掲示し、簡易書留郵便により受検者に送付するとともに、在籍又は

出身学校長等に通知する。 

(3) 入学辞退 

入学を辞退する者がある場合は、在籍又は出身学校長等が電話等で速やかに連絡した後、「入学辞退届」

を山形県立山形養護学校長に、令和８年３月２日（月）までに公文書で提出すること。（様式自由） 
 

９ 個人情報（学力検査の教科別得点）の提供について 

個人情報（学力検査の教科別得点）の提供希望者は、入学願書に、郵送による個人情報（学力検査の教科

別得点）の提供希望「有」に○を付けること。希望者には、事前に提出された選考結果返信送付用封筒に同

封して送付する。 

③  訪問教育受検者の場合 

面接等を行う。 

個々の受検者の日程は、受検票とともに通知する。 
 

 

※ 個々の受検者の日程は、受検票とともに通知する。 

 



10 追検査 

(1) 対象者 

   志願者のうち、次の①～②のいずれかに該当し、２月１３日（金）実施の本検査の受検ができず、追検

査の受検を希望する者。ただし、本検査を一部でも受検した者は、原則として追検査の対象とはならない。 

① インフルエンザ等の感染症に罹患するなどし、本検査を受検できない者。 

 ② 真にやむを得ない理由により、本検査を受検できない者。 

    ※  インフルエンザ等に罹患していても、本検査日に受検を希望する生徒は、別室受検を実施する。 

(2) 受検の手続 

  ① 追検査の受検を希望する者は、次のア～イの連絡等を行う。 

   ア 本検査が受検できないと判明したら、速やかに在籍又は出身学校長等に連絡する。 

   イ 上記(1)①の場合、医師の診断書を、上記(1)②の場合、本検査を受検できない理由を証明する書類 

を、在籍又は出身学校長等が定める期日まで在籍又は出身学校長等に提出する。 

  ② 受検の許可については、２月１７日（火）までに、在籍又は出身学校長等を通して志願者に連絡する。 

(3)  追検査の内容及び日程等 

  ① 追検査の内容について 

    追検査の内容は本検査の内容から校長が定める。 

  ② 検査日程 

    ・令和８年２月２０日（金） 

    ・追検査の日程の詳細については、別途、本校（山形県立山形養護学校）より通知する。 

  ③ 検査会場 

    検査会場は、本校（山形県立山形養護学校）とする。 

 

11 入学者説明会 

合格者への入学者説明会を令和８年３月２３日（月）（１３時３０分から１５時２０分）に行うので保護者

同伴で来校すること。 

 

12 諸経費等 

(1) 授業料は徴収しない。 

(2) 就学奨励に関する法律によって、その該当者には世帯の所得に応じ、次の諸費が支給される。 

① 教科用図書購入費 ② 学校給食費 ③ 通学費 ④ 学用品費 ⑤ 修学旅行費 

⑥ 宿泊学習経費  等 

(3) その他の経費    

＊教育課程によって異なるため、令和７年度単一障がい学級１年生の場合を例として示す。  

① ＰＴＡ会費 3,900円  ② 災害共済掛金 1,780円    ③ 生徒会費       120円  

④ 学部運営費  960円 ⑤ 学級運営費   1,200円   ⑥ 進路学習費  2,460円  

⑦ 教材費    25,420円  

 

13 教育課程 

特別支援学校高等部学習指導要領等に基づき、本校で定めた教育課程により教育を行う。 

なお、訪問教育については、病状及び障がいの状況等に応じた教育課程を定め、教育を行う。 

 

14 その他    

検査会場の下見は、令和８年２月１２日(木) １５時から１６時５０分まで認める。下見の際、校地内に立

ち入ることはできるが、校舎内に立ち入ることはできない。 

出願手続等にかかわる不明な点については、直接本校にお問い合わせください。 

（ＴＥＬ ０２３－６８４－５７２２  ＦＡＸ ０２３－６８４－５９３０  教頭まで） 


